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令和６年８月台風１０号災害対策車運搬・設置（川原崎地区）

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長
島　川　　浩　一
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和　６年　８月２８日

株式会社山崎産業
宮崎県延岡市貝の畑町２９０３番地

¥１，２１７，７００－

¥１，２１７，７００－

別紙のとおり



１．件名：

２．履行場所：

４．随意契約適用法令
会計方法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由
（１）当該業務の目的

派遣先： 宮崎県延岡市　祝子川　右岸０ｋ６００付近　（川原崎樋門)
（２）当該業務の内容

（３）随意契約に付する理由

　（随意契約理由書作成者）
延岡河川国道事務所　工務第一課長

　延岡河川国道事務所では、災害時に迅速に対応するため、令和６年度「延岡河川国道事
務所管内における災害時応急対策業務に関する基本協定」を締結しており、基本協定を締
結している業者のうち、株式会社山崎産業が最も速やかに作業員の手配が可能な業者であ
る。

　このため本件は、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、株式会社山崎産業と随意契約を行うものである。

　本件は、災害協定に基づく出動であり、迅速な対応が必要なことから、株式会社山崎産
業を契約相手と判断するものである。

随　意　契　約　理　由　書

令和６年８月台風１０号災害対策車運搬・設置（川原崎地区）

宮崎県延岡市　祝子川　右岸０ｋ６００付近　（川原崎樋門)

　本件における災害対策車の派遣先は以下のとおりである。なお、詳細な設置位置につい
ては監督職員の指示によるものとする。

　本件は、延岡河川国道事務所が保有する災害対策車の運搬、設置、待機、撤去作業を行
うものである。

３．随意契約の相手方　　　名　称：(株)山崎産業
　　　　　　　　　　　　　住　所：宮崎県延岡市貝の畑町2903番地
　　　　　　　　　　　　　電　話：0982-38-0001


